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豊島区産業振興指針改定に伴うパブリックコメントの実施について 

 

１．豊島区産業振興指針（案）の概要 

（１）計画期間 

令和 6（2024）年度からの 10 か年とし、5年後に中間見直しを行う。 

 

 

 

 

 

（２）指針の全体像 

 

  

子 ど も 文 教 委 員 会 

5.11.28 文化商工部生活産業課 
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２．案の公表について 

（１）実施期間 

令和 5年 12 月 11 日（月）から令和 6年 1月 9日（火） 

 

（２）周知方法 

・広報としま 令和 5年 12 月 1 日号 

・区ホームページ 令和 5年 12 月 11 日（月）から令和 6年１月 9日（火） 

 

（３）閲覧場所 

・全 37 か所 

生活産業課（本庁舎 7階）、行政情報コーナー（本庁舎 4階）、 

東・西区民事務所、図書館（7か所）、区民ひろば（26 か所） 

・区ホームページ 

 

（４）意見募集方法 

直接持参、郵送、FAX、メール 

 

（５）指針への反映 

・パブリックコメント実施後、商工政策審議会において、寄せられた意見につい

て指針案への反映を検討する。 

 

３．今後のスケジュール（予定） 

 ○令和 6年 2月 22 日（木） 第 7回商工政策審議会（答申） 

○令和 6年 2月下旬     子ども文教委員会（結果報告） 

 ○令和 6年 3月 21 日（木） パブリックコメント結果公表 

 


